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私たち税理士法人中央青山は、全世界148カ

国に13万人のスタッフを擁する世界最大級の

会計事務所プライスウォータハウスクーパー

ス(PwC)の日本におけるメンバーファームで

す。日本最大級のタックスアドバイザーとして、

公認会計士、税理士等約300人のスタッフから

成る専門家集団であり、そのうち約70名が金

融部に所属しています。  

PwCのグローバルネットワークの価値を最大

限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Money

としてご満足をいただけるサービスを提供する

ことが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前

提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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日米租税条約日米租税条約日米租税条約日米租税条約にににに規定規定規定規定するするするする 

投資銀行投資銀行投資銀行投資銀行のののの意義意義意義意義についてについてについてについて 
 
 
 

2003年11月6日に締結された「所得に対する租税に関する二重課

税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政

府との間の条約」（平成16年条約第2号）(以下、「日米租税条約」）

では、両国間の投資を促進するために源泉徴収税率の減免が行

われました。さらに、第11条3(c)に規定する金融機関等が受益者と

なっている利子については源泉国で免税とされています。同条

3(c)(i)において、免税となる金融機関として「銀行(投資銀行を含

む。）」が規定されていますが、この｢投資銀行｣とは実務上の用語

であるため明確な規定がなく、問題となっていました。この度、2005

年12月27日、日米当局間で合意されたガイドラインが公表され、租

税条約の適用の上での「投資銀行」の意義が明確になりました。今

月のニュースレターでは、当該ガイドラインの概要についてご説明

いたします。 
 
 
 

 



 (2) 

1. 60％％％％総所得総所得総所得総所得テストテストテストテスト  
 

投資銀行とは、利子の支払が行われる課税年度の直前の3課税年度のそれぞれにおいて、総所得の60％

以上が次に掲げる活動（以下、「投資銀行活動」）から生じており、これらの活動のうち一以上の活動に定常

的に従事している者をいいます。 
 

① 最善努力契約または買取引受契約に基づく株式、債券等の引受 

② M&A 顧問サービス、信託サービス、カストディサービス等の提供 

③ ストラクチャード・ファイナンス等の組成等、ブローカー業務、株式等の売買、保有、貸借等 

④ 金融資産の証券へのリパッケージ等 

 

上記60％総所得テストを満たさない事業体については、当該事業体が日本または米国居住者である登録証

券会社と関連しているものとして一定の要件を満たす場合には、その事業体が持分の50％以上を保有する

別の事業体と同一の活動に従事しているものとし、当該別の事業体の活動に係る総所得のうち、その持分

割合に応じた部分の所得を直接得たものとして、60％総所得テストの判定を行います。(ルックスルー・ルー

ル） 
 
 

2. グループグループグループグループ全体全体全体全体テストテストテストテスト 
 

上記1.の60％総所得テストを満たす事業体は、以下の二つのテストも満たさなければ投資銀行とされませ

ん。 
 

(1) 総所得テスト 

a. 当該事業体およびその関連者を一つの事業体とみなした場合において、上記1の60％総所得テス

トを満たすこと 

b. 当該事業体およびその関連者（銀行を除く）を一つの事業体とみなした場合において、上記1.に掲

げる投資銀行活動のうち、①、②および④からの総所得が、当該事業体および関連者（銀行を除

く）の総所得の10％以上であること（10％テスト） 
 

(2) 活動テスト 

a. 当該事業体または関連者は、上記1.①に掲げる投資銀行活動に従事していること 

b. 当該事業体または関連者は、上記1.②に掲げる投資銀行活動に従事していること 

c. 当該事業体または関連者は、一定の公認証券取引所の会員等であること 

 

 

3. 市場取引要件市場取引要件市場取引要件市場取引要件 
 

当該事業体は、市場で取引されている債券または株式の発行体であるか、市場で取引されている債券また

は株式の発行体により直接または間接にその持分の少なくとも80％を所有されていなければなりません。 
 
 

4. 特典特典特典特典をををを受受受受けるけるけるける資格資格資格資格のののの確認確認確認確認 
 

日米両国は、自国の居住者である事業体が、当該ガイドラインに規定した要件を満たすことを証明した書面

を当局に適切に提出し一定のテストを行った場合、それぞれの事業体の名称を他方の締約国の当局に対し

て通知しなければならないこととされています。また、通知された事業体のリストは公表され、随時、更新され

なければならないこととされています。 
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当該ガイドラインは下記のホームページから参照することができます。 

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h17/4414/01.htm 
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